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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

読売新聞社所属三菱式ＭＵ－300型ＪＡ8246は、昭和61年７月23日、新潟空港へのＶＯＲ・ 

ＩＬＳ進入訓練の目的で、新潟空港に向けて飛行中、消息を絶ち行方不明となった。

同機は、翌24日、新潟県佐渡郡相川町戸地の金北山（標高1,173メートル）と妙見山（標高1, 

042メートル）を結ぶ稜線の北西斜面に墜落しているのが発見された。

同機には、機長ほか３名が搭乗していたが、全員死亡した。

同機は、大破し炎上した。

１．２　航空事故調査の概要

１．２．１　事故の通知及び調査組織



航空事故調査委員会は、昭和61年７月24日運輸大臣から事故発生の通報を受 

け、当該事故の調査を担当する主管調査官ほか１名を指名した。

１．２．２　調査の実施時期

昭和61年７月24日～26日 現場調査

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ8246は、昭和61年７月23日、佐渡島の南西空域（以下「訓練空域」という。）及び新潟空 

港において、同社所属の操縦士２名（以下いずれも「訓練生」という。）の技能証明の型式限 

定変更のための試験に備えた操縦訓練飛行が計画されていた 。

同機は、当日整備士により所定の飛行前点検が実施され、異常は認められなかった。

東京国際空港に提出された同機の飛行計画は、計器飛行方式、巡航高度24,000フィート、 

巡航速度380ノット、訓練空域までの飛行経路は、守屋ＶＯＲ、那須ＶＯＲ、大倉ポイント、 

Ｒ11、新潟ＶＯＲＴＡＣであり、新潟ＶＯＲＴＡＣ到着後は有視界飛行方式で訓練空域に入るとい 

うものであった。

同機は、機長が右操縦士席、訓練生Ａが左操縦士席、訓練生Ｂが左操縦士席の後方の座席、 

整備士が客室の座席に位置し、10時38分ごろ東京国際空港を離陸した。

同機は10時44分ごろ、守屋ＶＯＲの上空付近において管制機関に対し、計器飛行方式によ 

る飛行をキャンセルし、有視界飛行方式で新潟ＶＯＲＴＡＣに直行する旨通報した。

11時43分ごろ、同機は新潟進入管制所（以下「新潟アプローチ」という。）を呼び出し、Ｑ 

ＮＨ29.72を入手し、次いで、「現在、新潟空港の北西67海里を有視界飛行方式を維持して新 

潟空港へ向かっている。新潟空港への模擬ＶＯＲ・ＩＬＳ進入を要求する。」との送信を行った。

新潟アプローチはこれを許可して、「新潟空港の北西50海里で通報せよ。」と指示した。

11時46分ごろ、同機は、新潟アプローチからの「現在高度を通報せよ。」との要求に対し 

て、「5,500フィートへ降下中、現在7,300フィートを通過」と応答した。次いで、同機から 

のＡＴＣトランスポンダのコード1200のアイデントに対して、新潟アプローチより「レーダ 

識別した。レーダ位置は新潟空港の北西56海里である。滑走路28への模擬ＶＯＲ・ＩＬＳ進入は 

支障はない。新潟空港上空で通報せよ。」との指示があり、同機はこれを了承した。

11時50分ごろ、新潟アプローチより、「現在位置及び高度を知らせよ。」との要求に対して、



同機から「3,000フィート、45海里」との応答があり、新潟アプローチはこれを了解した旨 

を応答するとともに、「現在レーダから機影が消えた。レーダ・サービスを終了する。」との 

送信を行ったが、これに対する同機からの応答はなかった。

その後、新潟アプローチ及び新潟飛行場管制所からの呼び掛けに対する同機からの応答は 

なかった。

同機は、翌日、金北山と妙見山を結ぶ稜線のほぼ中間地点で、同稜線の北西斜面の雑木林 

に墜落しているのが発見された。

墜落地点の標高は、約900メートル（約3,000フィート）であった。

推定墜落時刻は、７月23日の11時53分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

搭乗者
その他

乗組員 その他

死亡 4 0 0

重傷 0 0 0

軽傷 0 0 0

なし 0 0

２．３　航空機の損壊に関する情報

２．３．１　損壊の程度

大破

２．３．２　航空機各部の損壊の状況

(1)　機体構造は、墜落後発生した火災により大部分が焼失していた。

(2)　エンジンは、２台とも脱落し、エンジン・カウリング等は火災により焼失してい 

た。

左側エンジンは、遠心コンプレッサの前方で、コンプレッサのシャフトが破断して 

いた。

右側エンジンは、軸流コンプレッサ部、遠心コンプレッサ部及びタービン部に分離 

していた。

(3)　座席は、いずれも損傷が著しく、焼損しているものもあった。



(4)　計器板及びセンタ・ペデスタルは圧壊状態であり、数個の計器類が計器板より脱

落、飛散し、残りの計器類は焼失または原形をとどめないほどに損壊していた。

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

樹木を切損した。

２．５　乗組員その他関係者に関する情報

機長 男性 46歳

事業用操縦士技能証明書 第3585号

限定事項

飛行機陸上単発 昭和46年３月17日取得

飛行機陸上多発 昭和46年８月５日取得

三菱式ＭＵ－300型 昭和60年７月５日取得

計器飛行証明 第1959号 昭和46年７月27日取得

第一種航空身体検査証明書 第11653810号

有効期限 昭和62年３月30日

総飛行時間 7,247時間00分

同型式機による飛行時間 405時間30分

最近30日間の飛行時間 10時間00分

訓練生Ａ 男性 41歳

事業用操縦士技能証明書 第3274号

限定事項

飛行機陸上単発 昭和45年９月10日取得

飛行機陸上多発 昭和50年６月24日取得

計器飛行証明 第3498号 昭和50年10月２日取得

第一種航空身体検査証明書 第12530066号

有効期限 昭和61年11月７日

総飛行時間 4,506時間00分

同型式機による飛行時間 26時間45分

最近30日間の飛行時間 1時間40分



訓練生Ｂ 男性 39歳

事業用操縦士技能証明書 第7206号

限定事項

飛行機陸上多発 昭和53年８月28日取得

計器飛行証明 第4074号 昭和54年４月４日取得

第一種航空身体検査証明書 第11654321号

有効期限 昭和62年３月23日

総飛行時間 3,110時間00分

同型式機による飛行時間 22時間15分

最近30日間の飛行時間 11時間05分

２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式 三菱式ＭＵ－300型

製造年月日 昭和59年６月28日

製造番号 Ａ092

耐空証明書 第東61－182号

有効期限 昭和62年６月５日

総飛行時間 564時間35分

２．６．２　エンジン

型式 プラット・アンド・ホイットニ・カナダ・

リミテッド式ＪＴ15Ｄ－４Ｄ型

製造番号 No.１ ＰＣＥ70600

No.２ ＰＣＥ71232

製造年月日 No.１ 昭和55年７月24日

No.２ 昭和57年７月８日

総使用時間 No.１ 738時間15分

No.２ 368時間25分

２．６．３　燃料及び潤滑油

燃料はＪＥＴＡ－１、潤滑油はモービル・ジェット・オイルⅡで、いずれも規格品であっ 

た。



２．６．４　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は11,993ポンド、重心位置は18.8％ＭＡＣと推算され、いずれ 

も許容範囲（最大離陸重量14,630ポンド、事故当時の重量に対応する重心範囲13.0％～ 

33.0％ＭＡＣ）内にあったものと推定される。

２．７　気象に関する情報

２．７．１　新潟航空測候所によれば、当日の地上天気図からは、日本海北部に1,004ミリ 

バールの低気圧の中心がありゆっくり北上中であり、日本海は霧の発生しやすい天気と 

なり、気圧傾度も緩く、急激な気象の変化は予想されないとのことであった。

２．７．２　相川測候所の12時00分の気象観測値は、次のとおりであった。

曇り、北西の風５メートル、気温20.9度Ｃ、湿度87パーセント、気圧1,007.4ミリバール、 

積雲９／10、雲底は不定

２．７．３　相川測候所佐渡空港出張所の12時00分の気象観測値は、次のとおりであった。

風向230度、風速10ノット、視程10キロメートル、積雲１／８ 1,500フィート、積雲 

３／８ 2,500フィート、層積雲７／８ 6,000フィート、気温24度Ｃ、露点温度19度Ｃ、 

ＱＮＨ29.71インチ／水銀柱

２．７．４　新潟航空測候所の12時00分の気象観測値は、次のとおりであった。

風向260度、風速11ノット、視程15キロメートル、積雲２／８ 1,000フィート、積雲 

３／８ 2,000フィート、高積雲７／８ 9,000フィート、気温23度Ｃ、露点温度19度Ｃ、 

ＱＮＨ29.73インチ／水銀柱

２．７．５　同日11時ごろ、新潟空港と佐渡空港を往復飛行した他機の機長の口述によると、 

佐渡海峡は、高度約700フィート～約4,000フィートぐらいまで層雲が点在し、視程は10 

キロメートル以下であり、4,000フィート以上では、ほとんど雲もなく視程良好であっ 

た。

金北山は、約1,500フィート以上は雲で覆われていた。

佐渡島は、4,000フィート以上の高度から見ると、全島が雲に覆われ、同島は視認で 

きなかったとのことである。

２．７．６　同日12時30分ごろ、捜索救難のため佐渡島の大佐渡（佐渡島を中央部の国中平 

野で２分した北部をいう。）の西海岸及び沖合約２海里の空域を飛行した航空自衛隊航空 

救難団新潟救難隊及び第九管区海上保安本部新潟航空基地の機長の口述によると、同空 

域の雲の状況は、次のとおりであった。



雲底約750フィート、雲頂約4,500フィートの雲が佐渡島から西側にかけてあり、金北 

山頂は雲に覆われて見えなかった。

雲頂は沖合に行くに従い下がっていたが、同空域では約4,000フィートであった。

２．７．７　金北山山頂（標高3,847フィート）にある航空自衛隊第46警戒群のレーダ施設に 

勤務する職員の口述によると、当日は朝から夕方まで山の中腹から山頂にかけて濃霧が 

発生していたとのことであり、同レーダ施設での気象観測によると、11時及び12時の観 

測値は、いずれも風向330度、風速４ノット、気温16度Ｃ、視界０メートルであった。

２．８　航空保安施設に関する情報

当日、新潟空港及び佐渡島に設置された航空保安無線施設は、いずれも正常に運用されていた。

２．９　通信に関する情報

事故機と新潟アプローチとの交信内容については、「別添　管制機関との交信記録」として添付する。

２．10　人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報

新潟アプローチは、11時51分に事故機に対して、レーダから機影が消えたこと及び新潟空

港の滑走路28への模擬ＶＯＲ・ＩＬＳ進入は可能である旨通報したが、同機からの応答はなかった。

以後、同機への呼び出しを続けたが、同機からの応答はなかった。

東京航空局新潟空港事務所は、事故機との無線交信が絶え位置不明となったため、関係機 

関に状況を通報した。

同通報を受けた関係機関によって捜索が行われた結果、翌24日６時35分ごろ、金北山と妙 

見山を結ぶ稜線の北西斜面で同機の残骸が発見され、搭乗者４名の死亡が確認された。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長及び訓練生は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

３．１．２　ＪＡ8246は、有効な耐空証明を有し、所定の整備点検が行われていた。

３．１．３　同機は、事故発生まで、異常はなかったものと推定される。

３．１．４　相川測候所の気象観測記録及び２．７．５及び２．７．６に前述した他機の機長の



口述によると、事故当時、佐渡島から西側は雲底約750フィート、雲頂約4,500フィー 

トの雲で覆われており、雲頂は沖合に行くに従い下がってはいたが、大佐渡西海岸の沖 

合約２海里付近では約4,000フィートであったものと推定される。

金北山山頂（標高3,847フィート）にある自衛隊のレーダ施設に勤務する職員の口述に 

よると、同山頂付近は雲に覆われていたものと推定される。

これらのことから、事故機の推定飛行経路上で、事故現場の手前約５マイル付近から 

事故現場までの間の空域は、ほぼ雲に覆われていたものと考えられる。

３．１．５　同社の訓練計画によると、同機は訓練空域において、高度約15,500フィートで 

空中操作訓練を行い、その後新潟空港を使用してＶＯＲ・ＩＬＳ進入訓練及び連続離着陸訓 

練を行うことになっていた。

この訓練計画に従って、機長及び訓練生は当日までに数回の訓練を同空域及び同空港 

で実施しており、当日も計画どおりの訓練を実施していたものと推定される。

３．１．６　同機の通常の訓練飛行状況から、同機が新潟ＶＯＲＴＡＣに向かって飛行してい 

る時には既に、訓練生Ａは計器飛行訓練用のフードを着け同機の操縦に専念しており、 

機長は機外の見張りを含む飛行全般を監視していたものと推定される。

３．１．７　機長は、11時44分10秒、新潟アプローチに模擬ＶＯＲ・ＩＬＳ進入を要求したとき 

の自機の位置を「新潟空港の北西67海里」と通報しており、その後新潟空港の北西56海 

里の位置で新潟アプローチのレーダにより識別され、「新潟空港へ直行せよ。」との指示 

を受けている。

一方、同機の墜落現場は、新潟空港から磁方位で290度、37海里であり、同機に装備 

されていた２台のラジオ・マグネチック・インジケータのコンパス・カードは、共に約 

110度の方位を指示して固着していた。

これらのことから、佐渡島の南西空域での訓練を終了した同機は、新潟アプローチに 

対して上述の「新潟空港の北西67海里」と位置通報したころには、新潟空港へ向かって 

約110度のコースを飛行していたものと推定される。

３．１．８　同機の墜落地点は標高約3,000フィートの地点であり、現場付近の樹木の切断 

状況から、同機は機首方位約110度のほぼ水平姿勢で衝突したものとみられる。また、 

新潟空港へのＶＯＲ・ＩＬＳ進入方式によると、新潟ＶＯＲＴＡＣの最低局上通過高度は3,000 

フィートであることから、同機は、11時50分30秒に「新潟空港より45海里、高度3,000 

フィート」と位置通報したころ、即ち事故現場の手前約８海里と推定される地点からは、 

高度3,000フィートの水平飛行状態にあったものと推定される。



３．１．９　同機が途中に自機の高度より高い山がある当該コースをほぼ水平に飛行したこ 

とについては、当該山の存在を失念していたか、又はその位置を誤認していたことによ 

るものと考えられる。

また、有視界飛行方式により飛行中の同機が雲中飛行となったことについては、同機 

が高度3,000フィートへ降下した空域から佐渡島へ接近するまでの経路上の気象データ 

が入手できなかったため判然とはしないが、次のことが考えられる。

事故現場付近の気象状況は、相川測候所の観測記録及び複数の目撃者の口述によって 

雲に覆われていたものと推定されるが、同機は有視界飛行を維持しながら高度3,000フィ 

ートまで降下し、その後も有視界飛行が維持できると判断して飛行を継続し、佐渡島に 

接近するに従い徐々に飛行視程が低下するという状況下で、気付かないままに雲中飛行 

に陥ったということも考えられる。

４　原因

本事故の原因は、同機が有視界飛行方式で新潟ＶＯＲＴＡＣに向けて飛行中、雲中に進入し 

たことによるものと推定される。

なお、同機が途中に自機の高度より高い山がある当該コースをほぼ水平に飛行したことに 

ついては、途中の山の存在を失念していたか、又はその位置を誤認していたためと考えられ 

る。

また、同機が雲中飛行となったことについては、徐々に飛行視程が低下するという状況下 

で、気付かないままに雲中飛行に陥ったということが考えられるが、これを明らかにするこ 

とはできなかった。



別添
管制機関との交信記録



推定飛行経路図



付図


